
様式第1号(第3条関係) 

袖ケ浦市水洗便所改造事業助成金交付申請書 

    年  月  日 

 袖ケ浦市長    様 

申 請 者 住 所 袖ケ浦市         

(フリガナ) 

氏 名              

電 話    ―         

連帯保証人 住 所 袖ケ浦市         

(フリガナ) 

氏 名              

電 話    ―         

 次のとおり申請します。なお、申請にあたり、袖ケ浦市水洗便所改造事業助成条例施行規則

第2条第1項及び同規則第3条第2項に係る納税状況調査を行うことについて承諾します。 

該当するものに○を記入 申 請 内 訳 

し 尿 浄 化 槽 
貸付金   円×    設備＝     円 

補助金   20,000円×    設備＝     円 

汲み取り便所 
貸付金   円×    設備＝     円 

補助金   30,000円×    設備＝     円 

※工事見積金額 
円 

設 置 場 所 袖ケ浦市 (自家・貸家・借家) 

施 工 業 者 名 

住 所 

 

業 者 名 

 

代表者名 

 

電 話 

調

査

事

項 

  住民票照合 負担金 
下 水 道

使 用 料 

納 税 状 況 

確認印 
市民税 

固 定

資 産 税 
その他 

申請人               

保証人               

備考 ※印……記入不要 

 

 



様式第4号(第6条関係) 

袖ケ浦市水洗便所改造事業実績報告書 

年  月  日 

 

 袖ケ浦市長    様 

申 請 者 住 所 袖ケ浦市         

(フリガナ) 

氏 名              

電 話     ―        

 

   年  月  日付け袖ケ浦市指令第   号で交付決定のありました水洗便所

改造事業について、下記のとおり完了したので、袖ケ浦市水洗便所改造事業助成条例

施行規則第6条の規定により関係書類を添えて報告いたします。 

 交 付 決 定 額                        円 

完了年月日 年   月   日 

設 置 場 所 袖ケ浦市 (自家・貸家・借家) 

施工業者名 

住 所 

 

業 者 名 

 

代表者名 

 

電 話 

工事見積金額 

円 

工事精算金額 

円 

 

備 考 

 



様式第6号(第8条関係) 

袖ケ浦市水洗便所改造事業助成金交付請求書 

年  月  日 

 

 袖ケ浦市長    様 

申 請 者 住 所 袖ケ浦市         

(フリガナ) 

氏 名           印  

電 話     ―        

 

 袖ケ浦市水洗便所改造事業助成条例施行規則第8条第1項の規定により次のとおり請

求します。 

交付確定年月日 年  月  日 達 番 号   

請 求 金 額 円 

貸 付 金 円 

補 助 金 円 

委 任 状 

年  月  日 

委 任 者 住所 袖ケ浦市           

 

氏名             印  

 

受 任 者 住所 袖ケ浦市           

 

氏名             印  

 

    (委任者)は        (受任者)を代理人と定め、委任者が有する上記助

成金の受領に関する権限について委任します。 

振込み先金融機関 銀行        支店 

1 普通 2 当座 口座番号                 

口座名義人 

住 所 袖ケ浦市 

氏 名 電話   ― 

※振込先の名義人はカタカナで記入して下さい。 



様式第7号(第8条関係) 

袖ケ浦市水洗便所改造事業貸付金借用証書 
貸 付

番 号 
  

  

 

年  月  日 

 

 袖ケ浦市長    様 

借 受 人 住 所 袖ケ浦市         

(フリガナ) 

氏 名           印  

電 話     ―        

 

連帯保証人 住 所 袖ケ浦市         

(フリガナ) 

氏 名           印  

電 話     ―        

 

 袖ケ浦市水洗便所改造事業助成条例及び同施行規則の該当事項を了承の上、下記のと

おり借用しました。 

 なお、借受人が償還出来ない場合は、連帯保証人が遅滞なく償還します。 

借用金額               円 

借 用 条 件 

裏面記載のとおり 

設置場所 袖ケ浦市 (自家・貸家・借家) 

償還方法 

 次のとおり毎月末日までに償還します。 

水洗便所改造事業貸付金      第 1回        円 

            第 2回から第48回        円 

 

始期    年  月  日   終期    年  月  日 

元金の振込銀行 銀行         支店 



 

(裏) 

借 用 条 件 

 

 

1 助成金は、貸付対象となった水洗便所改造の費用に充当すること。 

2 借用金は毎月末日までに袖ケ浦市指定金融機関に納入すること。 

3 借用金により水洗便所改造した建築物を他人に譲渡し、又は転貸し、或いは設備を取

りこわしたときは、未償還金を直ちに返済すること。 

4 借用証書の記載事項に変更が生じた場合は、すみやかに届け出ること。 

5 次に該当するときは、本受付を取消されても異議を申し出ないこと。 

① 改造しようとする建築物を取りこわし、又は、火災その他の災害により建築物が滅

失したとき。 

② 市長が不適当と認める事実が生じたとき。 


